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多可町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例 

令和　年　月　日 

条例第　　　　号 

多可町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例（平成17年多可町条例第95号）の

一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第５条、第９条関係） 

学校施設使用料 

(１)　多可中学校 

備考 

１　使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間とみなす。 

２　冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じた額と 

する。 

　　３　使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 550円

 
半面 270円

 
地域交流棟格技場 １時間 330円

 
地域交流棟調理室 １時間 770円

 
地域交流棟多目的大教室 １時間 1,100円

 
校庭 １時間 110円

 
テニスコート １時間 330円

 
夜間照明 １時間 440円



(２)　中町南小学校・中町北小学校・杉原谷小学校・松井小学校・八千代小学校 

附  則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 330円

 
半面 160円

 
校庭 １時間 110円



多可町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例の新旧対照表  

 

 現　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　　　　　　　正

 別表第２（第５条、第９条関係） 

学校施設使用料 

(１)　中町中学校 

　(２)　加美中学校 

別表第２（第５条、第９条関係） 

学校施設使用料 

(１)　多可中学校 

　備考＿＿＿＿＿＿ 

１　使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間

とみなす。 

２　冷暖房を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に 100 

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 550 円

 
半面 270 円

 
柔剣道場 １時間 330 円

 
校庭 １時間 110 円

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 550 円

 
半面 270 円

 
格技場 １時間 330 円

 
校庭 １時間 110 円

 
かみｉｎｇホール １時間 無料

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 550 円

 
半面 270 円

 
地域交流棟格技場 １時間 330 円

 
地域交流棟調理室 １時間 770 円

 
地域交流棟多目的大教室 １時間 1,100 円

 
校庭 １時間 110 円

 
テニスコート １時間 330 円

 
夜間照明 １時間 440 円



 

　(３)　八千代中学校 

　(４)　中町南小学校・中町北小学校・杉原谷小学校・松井小学校 

・八千代小学校 

 

 

 

 

 

分の 150 を乗じた額とする。 

３　使用料に 10 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ )　中町南小学校・中町北小学校・杉原谷小学校・松井小学校 

・八千代小学校 

 
大会議室 

小会議室 

国際交流コーナー

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 550 円

 
半面 270 円

 
校庭 １時間 110 円

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 330 円

 
半面 160 円

 
校庭 １時間 110 円

 
施設名 単位 利用料

 

体育館 １時間

全面 330 円

 
半面 160 円

 
校庭 １時間 110 円


